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 鶴田町建設工事予定価格事前公表事務取扱要綱

 　                            

 　（趣旨）

第１条　この要綱は、鶴田町財務規則（昭和４０年鶴田町規則第１号）第１２

０条第２項の規定に基づき建設工事（建設業法（昭和２４年法律第１００号）

第２条第１項に規定する建設工事をいう。以下同じ。）に係る入札について、

入札前に予定価格を公表する場合の事務の取扱について必要な事項を定める

 ものとする。

 　（定義）

第２条　この要綱において予定価格とは、入札に付する建設工事に関する仕様

 書及び設計書等によって予定する当該建設工事の価格をいう。

 　（対象工事）

第３条　予定価格を入札前に公表して入札を実施する建設工事は、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第２３４条第２項の規定により随意契約による

 ことができるものを除き、町が発注する全ての工事とする。

２　前項の規定にかかわらず、町長が特に認める場合には、予定価格を入札執

 行後の公表とすることができるものとする。

 　（公表の方法）

第４条　町長は、予定価格を入札公告又は指名競争入札通知書に記載するとと

もに、工事発注情報（入札公告又は指名通知後に公表する書類で、入札に付

そうとする工事の工事名称、工事場所、入札・開札日時等が記載されたもの

をいう。）に予定価格を記載し、入札公告又は指名通知後、総務課管財係に

おいて閲覧に供するとともに、町のホームページに掲載し、公表するものと

 する。

 　（工事費内訳書の提出）

第５条　町長は、入札の執行に当たり、入札参加者に対し、積算項目を指定し

た工事費内訳書を提出させるものとする。この場合において、入札参加者が

工事費内訳書を提出しないときは、その者のした入札は無効とするものとす

 る。

（入札執行回数等） 

第６条　予定価格を入札前に公表して入札を実施する場合の入札執行回数は、

原則として１回を限度とするものとし、この限度内において落札者がないと
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 きは、指名替え等を行うものとする。

 附　則

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。

  この要綱は、令和６年４月１日から施行する。


